
①～③の要件を全て満たす、

あん摩マッサージ・はり・きゅう施術所※が対象

物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない医療機関等を支

援するため、支援金を支給します。

令和６年度 神奈川県

１．概要1．支給対象・要件

１．概要2．支給金額

１．概要3．申請受付期間

申請のご案内

医療機関等物価高騰対応支援金

① 神奈川県内に所在する
② 令和６年４月１日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱い

に係る承諾通知を受けた施術所である
③ 令和６年５月31日まで運営を継続した施設である

無床診療所、薬局、助産所、
あん摩マッサージ・はり・きゅう施術所、
柔道整復施術所、歯科技工所

1万円／施設

あん摩マッサージ・はり・きゅう施術所

（※ 電子申請は17時まで。郵送は当日消印有効）

令和６年８月６日(火) ～ ※令和６年10月３１日(木)

※令和６年４~５月を対象とする同一施設に対する「神奈川県中小製造業等特別高圧受電者
支援給付金」と重複申請・受給はできません。

※あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所



・申請方法は、電子申請又は郵送申請となります。
迅速な支給を行うため、電子申請による申請にご協力ください。

・また、複数の医療機関等を開設している場合は、できるだけ一括申請してください。

【電子申請】 (受付期限：令和６年１０月31日(木) 17時まで)
以下のURL又はQRコードからアクセスし、申請フォームから申請してください。
添付書類２点は電子データにしたものを送信してください。
電子申請の場合、紙のコピーは提出不要です。
（ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/f533/2bukkakoutou.html）

《神奈川県 医療 物価高騰》 で検索

【郵送申請】 (受付期限：令和６年１０月31日(木) 当日消印有効)

申請書(第２号様式) と 添付書類を同封して事務局まで郵送してください。

送付先：〒220-8126 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー26階 株式会社E-st内

令和６年度神奈川県医療機関等物価高騰対応支援金事務局宛て
（「申請書類在中」 と朱書きしてください）

(１)支払結果通知書
・発行元、施術日、支給金額、施術管理者名又は施術所名、施術所所在地がわかる
もの

・令和６年４月～５月施術分のもの

１．概要5．添付書類

１．概要4．申請方法

次の２つの書類のコピーを添付してください。
複数の施設を一括して申請する場合は、(１)はそれぞれの施設分を添付してください。

１．概要6．問合せ先

令和６年度神奈川県医療機関等物価高騰対応支援金事務局

電話： ０４５－９００－５０６１
受付時間：平日 午前9時～午後5時 （土日祝日はお休みです）

様式ダウンロード、詳しい案内は 《神奈川県 医療 物価高騰》で検索
ホームページ：「物価高騰による医療機関等の光熱費等に対する支援について」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/f533/2bukkakoutou.html

※QRコードという名称は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※当事業は神奈川県より委託を受け、株式会社E-st（イースト）が運営しています。

(２)振込先口座の通帳
・金融機関名・支店名、口座種別、金融機関番号・支店番号・口座番号、口座名義
（カナ)がわかるページ（①通帳の表紙及び②表紙を一枚めくった見開きのページ）
の写しを提出してください
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